
 

 

 

 

 

 

青少年のインターネット適正利用に関する広報・啓発について 
 

１ 要旨・目的 

  青少年がインターネットの利用に起因する犯罪やトラブルに巻き込まれること

を防止するため，多くの青少年が初めてスマートフォン等を手にする時期と考え

られる春の進級・進学時期にあわせ，この度内容を更新した啓発リーフレット

「クイズでわかるスマホのキホン」（別紙）の配布など広報・啓発を実施する。 

 

２ 現状・背景 

毎年度，青少年のインターネット適正利用に関する啓発リーフレットの小学４年生への 

配布，自画撮り被害防止に特化した啓発資料の中学１年生への配布を行っている（県民活

動課，県教育委員会）ほか，中学校入学予定の生徒及び保護者などに対し，フィルタリン

グの利用啓発をはじめインターネットの適正利用に関する広報啓発活動（県警察，県教育

委員会）を実施している。 

 

３ 概要 

(1)  実施主体 

 広島県ほか 

(2) 実施期間 

  ２月～５月にかけて実施 

(3) 場所 

  県内全域 

(4) 実施内容 

ア 青少年インターネット適正利用に関する啓発リーフレット「クイズでわかるスマホの

キホン」（別紙）を県内の新小学４年生全員に配布 

 イ 自画撮り被害防止に関する啓発リーフレットを県内の新中学１年生全員に配布 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/475491.pdf 

 ウ 「スマホ時代の子育てセミナー」を総務省中国総合通信局及び広島市等と共催 

   ・開催日時：令和５年３月４日（土） 

   ・参加方法：来場（広島市東区地域福祉センター）またはオンライン視聴 

     https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/516893.pdf 
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